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試   験   日  申込者と協議の上、日程を決定します。 

受 付 期 間   随時受付 

合 格 発 表   随時個別に連絡します  

 

 

令和8年度採用予定の西ノ島町会計年度任用職員採用試験を次のとおり行います。 

 

１．採用を予定している会計年度任用職員の職種、勤務条件等 

※勤務日数、時間は相談に応じます。 

職種 採用予定者数 職務内容 勤務条件等 

調理員 1名程度 
給食の調理等 

（資格不問） 

・週5日フルタイム勤務 

・8：00から16：45まで 

・勤務場所：西ノ島町学校給食共同調理場 

・給料 月額198,200円 

 

２．試験日、試験会場及び合格発表 

試験日・合格発表 試験会場 

申込者に個別に連絡させていただきます。 西ノ島町役場 

 

３．試験の方法 

種別 内容 

書類審査 提出された「西ノ島町採用試験申込書」により行います。 

面接試験 
主に人格、性格等をみる目的で面接試験を行います。    

※町外の方については、オンラインでの面接とします。 

 

令和 8年度 西ノ島町会計年度任用職員 

【随時募集】採用試験案内 
西ノ島町役場  総務課  人事職員係 

〒684-0303 隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4 
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４．受験資格 

（１） 令和8年4月1日現在で満18歳以上の方で高等学校を卒業された方 

(２) 上記(1)にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

（ア）成年被後見人又は被保佐人（経過措置による準禁治産者を含む） 

  （イ）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人又はその刑の執行猶予の期間中

の人その他その執行を受けることがなくなるまでの人 

  （ウ）西ノ島町の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

  （エ）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

５．申込方法 

郵送の場合 郵送先 〒684-0303 隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4 

      西ノ島町役場 総務課 人事職員係 

●封筒の表面に「会計年度任用職員採用試験申込」と朱書きして

ください。 

●郵便の不着には対応できません。必要に応じて簡易書留などの

対策を講じてください。 

受付期間 随時受付とします。 

持参する場合 申込先 西ノ島町役場 総務課 人事職員係（本庁１階）に持参してくだ

さい。 

受付期間 平日午前8時30分～午後5時00分 

提出書類 西ノ島町採用試験申込書 1部 

注意事項 ●受験に際し提出された書類等は返却いたしません。 

●受験資格がないこと、受験申込書に虚偽の記載がなされたこと

が判明した場合は、採用される資格を失います。 

●試験日時は個別に連絡します。 

※西ノ島町採用試験申込書は、西ノ島町役場総務課で発行したも

のを受け取るか、ホームページから印刷出力できます。 

 

６．勤務条件等 

（１）任用期間 

 採用日から令和9年3月31日まで（採用日は相談に応じます。） 

※勤務成績が良好な場合に限り、希望があれば次年度も任用します。 

（２）社会保険等 

   加入要件を満たした場合、健康保険（共済短期）、厚生年金保険、雇用保険が適用されま

す。 

（３）休暇制度 

   年次有給休暇、夏季休暇、育児・介護休暇、その他特別休暇 
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（４）通勤手当（通勤費用弁償） 

西ノ島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の定めに従い支給します。 

（５）一時金 

   任期が6カ月以上、かつ、週当たり15時間30分以上勤務する場合に期末手当及び勤勉手

当を支給します。（6月期、12月期） 

 

７．合格から採用まで 

（１）合格者は、採用予定者名簿に登載され、そのうちから採用者が決定されます。従って、採

用予定者名簿に登載された者すべてが採用されるとは限りません。なお、採用予定日は協

議の上決定します。 

また、採用後1カ月又は勤務日数が15日に達するまでは、条件付採用期間となります。 

（２）採用決定するにあたり、合格者に事前に連絡を行います。 

（３）合格後、あるいは採用予定者名簿に登録後、受験資格がないこと及び申込内容に虚偽が認

められた場合には合格・登録を取り消すことがあります。 

 

８．採用後の引越しに係る費用の補助金について 

   合格者のうち、町外から町内に住所を置く予定の方は 

  ・引越し費用及び車両航送料 

  ・家電購入取付費用 

について「西ノ島町新規採用職員就業支援補助金」を申請することができます。詳しくはお問

い合わせください。 

 

９．個人情報の取り扱いについて 

申込書に記載された個人情報については、西ノ島町会計年度任用職員に係る採用試験及び

任用の手続きに必要な範囲で利用します。 

  

〒684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田６００番地４ 

      西ノ島町役場 総務課 人事職員係 

        TEL 08514-6-0101 FAX 08514-6-0683 

        Ｅ-mail soumuka@town.nishinoshima.shimane.jp 


